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★三八地域県民局地域農林水産部八戸家畜保健衛生所
★三八畜産衛生協議会

４月２４日にハンガリーの野生いのししにおいてアフリ

カ豚コレラが発生しました。ハンガリー政府は、不法に
持ち込まれた畜産物が原因と考えているとのことです。
ついては、引き続き飼養衛生管理基準の徹底をお願

いします。

三八地域県民局地域農林水産部 八戸家畜保健衛生所
ＴＥＬ：０１７８－２７－７４１５ ＦＡＸ：０１７８－２７－７４１８

土日祝祭日の場合は、 家保携帯 ０９０－７０６９－７７１４

《特に留意すべき事項》
①食品循環資源を原材料とする飼料を給与する場合において、

生肉を含み、又は含む可能性があるときは、事前に摂氏70度

以上で30分間以上、又は摂氏80度以上で3分間以上加熱処理

をすること。

②帰国後一週間、衛生管理区域には立ち入らない

③海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域には持ち込まない

こと

④畜舎の給餌設備、給水設備、飼料保管場所等において、野生

動物（ねずみ等）が侵入しないように対策を行うこと。

⑤農場への病原体侵入を防ぐため、不要な人の立入りや物の

持込みをさせないこと。




